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第 10 章　実施計画

第１節　施策の実施計画
本計画の期間は、令和６年度から令和 16 年度末までの 11 年間とし、令和６年度から同 10 年

度までを短期、令和 11 年度から同 16 年度までを中期、令和 17 年度以降を長期（第 2次計画期間）

とする。そのうえで、本計画における主要な施策の実施時期を示したものが表 10-1 である。

本計画の見直しについては、上位計画である第 6 次湖西市総合計画の計画期間が令和 15 年度

までであり、総合計画の見直し内容を次期計画に十分に反映させる必要があるため、第６次総合

計画 終年度の 1 年後である令和 16 年度に実施し、その後は湖西市の総合計画の改訂の翌年度

に本計画の見直しを行ったうえで、第２次計画として継続して実施していく。

表 10-1-1　施策の実施計画表
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表 10-1-2　施策の実施計画表
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第２節　経過観察　
経過観察は、短期の 終年度である令和 10 年度および中期の 終年度である令和 16 年度に実

施する。経過観察の実施は湖西市文化観光課が主体となり、下表に示す点検項目に沿って行う。

評価は優・良・可・未実施の４段階で実施する。観察結果と評価理由は整備委員会や運営委員

会等へ報告し、指導・助言を得たうえで計画へ反映していく。

表 10-2-1　点検項目
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表 10-2-2　点検項目


